
令和６年度しがの漁業担い手グループ支援事業補助金の交付における審査等要領 

 
１．趣旨 

 令和６年度しがの漁業担い手グループ支援事業補助金交付要綱別表②の事業の補

助金交付にかかる審査、採択および交付額調整の基準については、本要領で規定する

ものとします。 
 

２．採択および審査の基準 

本事業について採択する事業は、以下の①～④すべてに適合するものに限ります。 
採択の基準 内容 

①事業の実現性 本事業を実施するにあたり、実現可能な事業

計画が立案できているもの。 
②本補助金事業の趣旨との合致 申請された事業計画の効果が、交付要綱に定

める本事業の趣旨と合致しているもの。 
③遵法性 事業計画内容が漁業に関する法令に反してい

ないもの。 
④資源管理協定への参加 申請された事業を実施する団体の構成員が主

として所属する漁協が資源管理協定を締結し

ているもの。 

 
また本事業において採択する団体は 4 者を上限とします。そのため、上の基準を満

たす応募が 5 者以上あった場合は以下の⑤～⑦について審査し、該当する項目が多い

上位 4 者を優先して採択します。 

 なお、審査の結果、同等の優先順位の団体が存在する場合は、事業実施人数が多いグル

ープを採択します。人数が等しい場合は、抽選により採択者を決定します。 

審査の項目 内容 

⑤女性活躍 構成員の半数以上が女性であるとともに、女

性が活躍する事業計画内容であるか。 
⑥浜の活力再生プラン（以下、「浜プラン」

という。） 
活動地域において有効な浜プランが作成され

ているとともに、申請された事業が活動地域

の浜プランに沿った事業計画となっている

か。 
⑦活動内容 申請された事業計画が、交付要綱で補助対象

として明記されている、普及宣伝（PR 活
動、体験漁業等）または販売促進(イベント

出展、小売事業等)に関するものであるか。 



 
３．交付額調整の基準 

 
複数の交付申請があり、かつ交付申請額の合計が 200 千円を超える場合は、交付下限額

(50 千円)を確保しつつ、交付の合計額が 200 千円以内となるよう、交付額の調整を行いま

す。 
 交付額の調整は、以下の(1)～(3)の手順で行います。なお、小数点以下の金額が生じた場

合は最終の手順で切り捨てます。 
 
(1) 
各団体の交付申請額から交付下限額の 50 千円を引いた額の比を算出する。 
(2) 
交付上限額(200 千円)から各団体に交付する最低額の合計（50 千円×団体数）を引いた額

を算出。 
(3) 
(2)の額を(1)で算出した値の比で分配し、50 千円に加える。 
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（具体例） 

(ア)A 者から 140 千円、B 者から 110 千円の申請があった場合。 

 

 
(イ) A 者から 140 千円、B 者から 110 千円、C 者から 50 千円の申請があった場合。 

 

 
（ウ）A 者から 140 千円、B 者から 110 千円、C 者から 50 千円、D 者から 50 千円の申請

があった場合。 

 
※４者から交付申請があった場合、申請額に応じて分配する額が 0 円となるため、各申請

者に交付される額は一律 50 千円となります。 

A者 B者
交付申請額 140千円 110千円
(1)申請額から50千円を引いた額 90千円 60千円
上の額の比 3:2
(2)交付上限額から各団体に交付する最低額
(50千円×2)を引いた額

100千円

(3)(2)の額を(1)の比で分配した額 60千円 40千円
交付額[(3)の額に50千円を加えた額] 110千円 90千円

A者 B者 C者
交付申請額 140千円 110千円 50千円
(1)申請額から50千円を引いた額 90千円 60千円 0円
上の額の比 3:2:0
(2)交付上限額から各団体に交付する最低額
(50千円×3)を引いた額

50千円

(3)(2)の額を(1)の比で分配した額 30千円 20千円 0円
交付額[(3)の額に50千円を加えた額] 80千円 70千円 50千円

A者 B者 C者 D者
交付申請額 140千円 110千円 50千円 50千円
(1)申請額から50千円を引いた額 90千円 60千円 0円 0円
上の額の比 3:2:0:0
(2)交付上限額から各団体に交付する最低額
(50千円×4)を引いた額

0円

(3)(2)の額を(1)の比で分配した額 0円 0円 0円 0円
交付額[(3)の額に50千円を加えた額] 50千円 50千円 50千円 50千円


